
 

計 議 第 ３ １ ８ 号   
都 企 計 第 ２ ６ ３ 号   
令和３年１１月２９日   

京都市都市計画審議会 
会長 川﨑 雅史 様 

京都市長 門川 大作   

 

 

   京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）道路 

   の変更について（付議） 

 
 

 
都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規定

に基づき、別紙のとおり貴審議会に付議します。 
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京
都
都
市
計
画
（
京
都
国
際
文
化
観
光
都
市
建
設
計
画
）
道
路
の
変
更
（
京
都
市
決
定
）
 

 都
市
計
画
道
路
中
３
・
４
・
１
０
７
号
石
見
納
所
線
を
３
・
６
・
１
０
７
号
下
海
印
寺
納
所
線
に
名
称
を
改
め
、
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
 

 

種 別  

名
称
 

位
置
 

区
域
 

構
造
 

備 考
 

番
号
 

路
線

名
 

起
点
 

終
点
 

主
な
 

経
過

地
 

延
長
 

構
造
 

形
式
 

車
線
 

の
数
 

幅
員
 

地
表

式
の

区
間

に
お

け
る

鉄
道

等

と
の

交
差

の
構

造
 

幹 線 街 路  

３
・

６
・

１
０

７
 

下
海

印
寺

納
所

線
 

長
岡

京
市
 

下
海

印
寺

尾
流
 

京
都

市
 

伏
見

区
 

納
所

町
 

長
岡

京
市

 
友

岡
 

四
丁

目
 

約
3
,
82
0
ｍ
 

（
市

域
 

約
9
5
0ｍ

）
 

地
表

式
 

２
車

線
 

１
１

ｍ
 

(
1
1
～

20
m
) 

阪
急

電
鉄

京
都

線
と

立
体

交
差

 
西

日
本
旅

客
鉄

道
東

海
道

本
線

と

立
体

交
差

 
東

海
旅
客

鉄
道

東
海

道
新

幹
線

と

立
体

交
差

 
自

動
車
専

用
道

路
と

立
体

交
差

 
２

箇
所

 
幹

線
街
路

と
平

面
交

差
５

箇
所

 

 

「
区
域
は
計
画
図
表
示
の
と
お
り
」
 

 

理
 
由
 

 

 
本
都
市
計
画
は
、
京
都
市
西
京
区
を
起
点
と
し
、
長
岡
京
市
を
経
由
し
て
、
京
都
市
伏
見
区
に
至
る
幹
線
街
路
で
あ
る
３
・
４
・
１
０
７
号

石
見
納
所
線
に
つ
い
て
、
京
都
市
及
び
隣
接
す
る
長
岡
京
市
に
お
い
て
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
を
踏
ま
え
て
都
市
計
画
道
路
網
の
見
直
し
を

行
い
、
本
路
線
の
未
整
備
区
間
を
廃
止
し
、
延
長
等
及
び
名
称
の
変
更
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
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計 議 第 ３ １ ９ 号   
都 企 計 第 ２ ６ ４ 号   
令和３年１１月２９日   

京都市都市計画審議会 
会長 川﨑 雅史 様 

京都市長 門川 大作   

 

 

   京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）道路 

   の変更について（付議） 

 
 

 
都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規定

に基づき、別紙のとおり貴審議会に付議します。 
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京
都
都
市
計
画
（
京
都
国
際
文
化
観
光
都
市
建
設
計
画
）
道
路
の
変
更
（
京
都
市
決
定
）
 

 都
市
計
画
道
路
中
３
・
３
・
６
号
石
見
下
海
印
寺
線
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

 
 

種 別  

名
称
 

位
置
 

区
域
 

構
造
 

備 考
 

番
号
 

路
線

名
 

起
点
 

終
点
 

主
な

経

過
地
 

延
長
 

構
造
 

形
式
 

車
線
 

の
数
 

幅
員
 

地
表

式
の

区
間

に
お

け
る

鉄
道

等
と

の
交

差
の

構
造
 

幹 線 街 路  

３
・

３
・

６
 

石
見

下
海

印
寺

線
 

京
都

市
西

京
区

大
原

野
石

見
町
 

長
岡

京
市
 

下
海

印
寺

下
 

内
田
 

 
約

3
,
55
0
ｍ
 
 

（
市

域
約

60
ｍ
）
 

地
表

式
 

４
車

線
 

２
２

ｍ
 

自
動

車
専

用
道

路
と

立
体

交
差

１
箇

所
 

幹
線

街
路

と
平

面
交

差
６

箇
所
 

 

「
区
域
は
計
画
図
表
示
の
と
お
り
」
 

 

理
 
由
 

 

 
本
都
市
計
画
は
、
京
都
市
西
京
区
を
起
点
と
し
、
長
岡
京
市
に
至
る
幹
線
街
路
で
あ
る
３
・
３
・
６
号
石
見
下
海
印
寺
線
に
つ
い
て
、
長
岡

京
市
に
お
い
て
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
を
踏
ま
え
て
都
市
計
画
道
路
網
の
見
直
し
を
行
い
、
本
路
線
に
交
差
す
る
都
市
計
画
道
路
の
未
整
備

区
間
の
廃
止
に
よ
り
、
交
差
点
数
の
変
更
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
併
せ
て
交
差
点
数
を
変
更
す
る
と
と
も
に
、
車
線
の
数
を
新
た
に
定
め
る
も
の

で
あ
る
。
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計 議 第 ３ ２ ０ 号   
都 企 計 第 ２ ６ ５ 号   
令和３年１１月２９日   

京都市都市計画審議会 
会長 川﨑 雅史 様 

京都市長 門川 大作   

 

 

   京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）道路 

   の変更について（付議） 

 
 

 
都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規定

に基づき、別紙のとおり貴審議会に付議します。 
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京
都
都
市
計
画
（
京
都
国
際
文
化
観
光
都
市
建
設
計
画
）
道
路
の
変
更
（
京
都
市
決
定
）
 

 都
市
計
画
道
路
中
Ⅰ
・
Ⅲ
・
１
６
号
京
都
神
戸
線
を
３
・
３
・
１
２
号
京
都
神
戸
線
に
名
称
を
改
め
、
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

 
 

種 別  

名
称
 

位
置
 

区
域
 

構
造
 

備
考
 

番
号
 

路
線

名
 

起
点
 

終
点
 

主
な

経

過
地
 

延
長
 

構
造
 

形
式
 

車
線
 

の
数
 

幅
員
 

地
表

式
の

区
間

に
お

け

る
鉄

道
等

と
の

交
差

の

構
造
 

幹 線 街 路  

３
・

３
・

１
２
 

京
都

神
戸

線
 

京
都

市
南

区
 

吉
祥

院
九

条
町
 

乙
訓

郡
大

山
崎

町
字

大
山

崎
小

字
藤

井
畑
 

 

約
1
1
,2
2
0ｍ

 

（
市

域
 

約
4
,
58
0
ｍ
）
 

地
表

式
 

４
車

線
 

２
２

ｍ
 

東
海

旅
客

鉄
道

東
海

道

新
幹

線
と

立
体

交
差

 
自

動
車
専

用
道

路
と

立

体
交

差
３

箇
所

 
幹

線
街
路

と
平

面
交

差
 

１
７

箇
所
 

 

「
区
域
は
計
画
図
表
示
の
と
お
り
」
 

 

理
 
由
 

 

 
本
都
市
計
画
は
、
京
都
市
南
区
を
起
点
と
し
、
向
日
市
、
長
岡
京
市
及
び
大
山
崎
町
を
経
由
し
て
、
大
阪
府
域
と
接
続
す
る
幹
線
街
路
で
あ

る
Ⅰ
・
Ⅲ
・
１
６
号
京
都
神
戸
線
に
つ
い
て
、
大
山
崎
町
に
お
い
て
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
を
踏
ま
え
て
都
市
計
画
道
路
網
の
見
直
し
を
行

い
、
本
路
線
に
交
差
す
る
都
市
計
画
道
路
の
未
整
備
区
間
の
廃
止
に
よ
り
、
交
差
点
数
及
び
名
称
の
変
更
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
併
せ
て
交
差
点

数
及
び
名
称
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。
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計 議 第 ３ ２ １ 号   
都 企 計 第 ２ ６ ６ 号   
令和３年１１月２９日   

京都市都市計画審議会 
会長 川﨑 雅史 様 

京都市長 門川 大作   

 

 

   京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）道路 

   の変更について（付議） 

 
 

 
都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規定

に基づき、別紙のとおり貴審議会に付議します。 
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京
都
都
市
計
画
（
京
都
国
際
文
化
観
光
都
市
建
設
計
画
）
道
路
の
変
更
（
京
都
市
決
定
）
 

 都
市
計
画
道
路
中
Ⅱ
・
Ⅱ
・
２
４
号
御
陵
山
崎
線
を
３
・
５
・
１
４
号
御
陵
山
崎
線
に
名
称
を
改
め
、
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

 
 

種 別  

名
称
 

位
置
 

区
域
 

構
造
 

備
考
 

番
号
 

路
線

名
 

起
点
 

終
点
 

主
な

経
過

地
 

延
長
 

構
造
 

形
式
 

車
線
 

の
数
 

幅
員
 

地
表

式
の

区
間

に
お

け
る

鉄
道

等
と

の
交

差
の

構
造
 

幹 線 街 路  

３
・

５
・

１
４
 

御
陵
 

山
崎

線
 

京
都

市
西

京
区

御
陵

北
山

下
町
 

乙
訓

郡
大

山
崎

町
字

円
明

寺
小

字
里

ノ
後
 

長
岡

京
市

開
田
 

約
9
,
00
0
ｍ
 

（
市

域
 

約
2
,
05
0
ｍ
）
 

地
表

式
 

２
車

線
 

１
５

ｍ
 

(
1
2
～

22
m
) 

阪
急

電
鉄

京
都

線
と

立
体

交
差
 

自
動

車
専

用
道

路
と

立
体

交
差

1
箇

所
 

幹
線

街
路

と
平

面
交

差
１

３
箇

所
 

 

「
区
域
は
計
画
図
表
示
の
と
お
り
」
 

 

理
 
由
 

 

 
本
都
市
計
画
は
、
京
都
市
西
京
区
を
起
点
と
し
、
向
日
市
及
び
長
岡
京
市
を
経
由
し
て
、
大
山
崎
町
に
至
る
幹
線
街
路
で
あ
る
Ⅱ
・
Ⅱ
・
２

４
号
御
陵
山
崎
線
に
つ
い
て
、
大
山
崎
町
に
お
い
て
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
を
踏
ま
え
て
都
市
計
画
道
路
網
の
見
直
し
を
行
い
、
本
路
線
の

未
整
備
区
間
の
廃
止
に
よ
り
、
延
長
等
及
び
名
称
の
変
更
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
併
せ
て
延
長
等
及
び
名
称
を
変
更
す
る
と
と
も
に
、
構
造
形
式

等
を
新
た
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
 

-45-



 

計 議 第 ３ ２ ２ 号   
都 企 計 第 ２ ６ ７ 号   
令和３年１１月２９日   

京都市都市計画審議会 
会長 川﨑 雅史 様 

京都市長 門川 大作   

 

 

   京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）道路 

   の変更について（付議） 

 
 

 
都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規定

に基づき、別紙のとおり貴審議会に付議します。 
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京
都
都
市
計
画
（
京
都
国
際
文
化
観
光
都
市
建
設
計
画
）
道
路
の
変
更
（
京
都
市
決
定
）
 

 都
市
計
画
道
路
中
３
・
４
・
１
８
３
号
牛
ケ
瀬
勝
竜
寺
線
を
３
・
４
・
１
８
３
号
牛
ケ
瀬
馬
場
線
に
名
称
を
改
め
、
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
 

 

種 別  

名
称
 

位
置
 

区
域
 

構
造
 

備 考
 

番
号
 

路
線

名
 

起
点
 

終
点
 

主
な

経
過

地
 

延
長
 

構
造
 

形
式
 

車
線
 

の
数
 

幅
員
 

地
表

式
の

区

間
に

お
け

る

鉄
道

等
と

の

交
差

の
構

造
 

幹 線 街 路  

３
・

４
・

１
８

３
 

牛
ケ

瀬
 

馬
場

線
 

京
都

市
西

京
区

牛
ケ

瀬
堂

田
町
 

長
岡

京
市
 

馬
場

井
料

田
 

向
日

市
上

植

野
町

地
田
 

約
5
,
04
0
m 

（
市

域
 

約
1
,
96
0
m）

 

地
表

式
 

２
車

線
 

１
６

ｍ
 

(
1
1
～

16
m
) 

幹
線

街
路

と

平
面

交
差
 

７
箇

所
 

 

「
区
域
は
計
画
図
表
示
の
と
お
り
」
 

 

理
 
由
 

 

 
本
都
市
計
画
は
、
京
都
市
西
京
区
を
起
点
と
し
、
向
日
市
を
経
由
し
て
、
長
岡
京
市
に
至
る
幹
線
街
路
で
あ
る
３
・
４
・
１
８
３
号
牛
ケ
瀬

勝
竜
寺
線
に
つ
い
て
、
長
岡
京
市
に
お
い
て
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
を
踏
ま
え
て
都
市
計
画
道
路
網
の
見
直
し
を
行
い
、
本
路
線
の
未
整
備

区
間
の
廃
止
に
よ
り
、
延
長
等
及
び
名
称
の
変
更
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
併
せ
て
延
長
等
及
び
名
称
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。
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○川﨑会長 それでは、次に計議第３１８号議案から第３２２号議案を議題といた

します。 

 これらの議案は関連するものでございますので、一括審議をしたいと思います。 

 それでは、事務局から、御説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、計議第３１８から３２２号議案について御説明いたします。 

これら５議案は、長岡京市と大山崎町において、都市計画道路網の見直しが行わ

れ、これに併せて、京都市域に跨る都市計画道路の一部区間の廃止及び名称等を変

更しようとするものでございます。 

まず、計議第３１８号議案から御説明いたします。前方のスクリーンを御覧くだ

さい。 

はじめに、下海印寺納所線に名称変更となる石見納所線の概要について御説明い

たします。 

都市計画道路石見納所線は、図の上部赤丸で示す京都市西京区の伏見向日町線を

起点に、長岡京市を経由し、右下赤丸で示す、京都市伏見区の納所交差点のある京

都八幡線を結ぶ 計画延長 約７．３ｋｍ、代表幅員２０ｍの幹線街路です。 

現在の整備状況といたしましては、図の左下赤丸で示す、京都第二外環状線の側

道北西端から、伏見区の京都八幡線までの東西の黒実線区間は供用していますが、

西京区の伏見向日町線までの南北の黄色実線区間は、京都市域及び長岡京市域とも

未整備となっています。 

本路線は、昭和４２年の高度経済成長期に、左の図 赤丸で示す、長岡京市井ノ

内芝山の当時の都市計画道路納所沓掛線から西京区大枝中山町の国道９号までの

区間を、粟生中山線として都市計画決定しています。 

その後、平成元年に京都第二外環状線の都市計画決定に伴い、周辺の幹線街路が

再編され、現在の石見納所線に名称等変更が行なわれています。 

次に、「都市計画道路の見直し」について御説明いたします。 

都市計画道路石見納所線の未整備区間は、都市計画決定から長期間経過している

区間であります。 

この都市計画道路の未整備区間には、都市計画法により建築制限が課されていま
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す。 

また、近年の人口減少や少子高齢化及び将来交通需要など、計画決定時から社会

経済情勢が変化し、都市計画道路を取り巻く環境も変化しています。 

このような状況の変化を受け、京都市・長岡京市それぞれにおいて、各市域の長

期未整備となっている都市計画道路を対象に、必要性の評価を行い、計画の存続・

廃止を検討いたしました。 

都市計画道路の評価についてでございます。右の表は、平成２３年に京都市全域

で実施した都市計画道路網の見直しにおいて、都市計画道路の必要性を評価した視

点であります。 

図の赤色破線でお示ししています、石見納所線における京都市域の未整備区間 

延長約９０ｍにつきましても、当時見直し対象として必要性を検証しています。 

本区間につきましては、現在も評価として同様の状況であり、表の赤文字でお示

ししています、「火災時に延焼を遮断するなど、防災のための空間をつくる」機能

を有すると評価していますが、その他の項目に対し必要性が低いと評価しています。 

続きまして、長岡京市が実施した評価について御説明いたします。 

長岡京市では、本路線の未整備区間は、京都第二外環状線まで通じる南北の幹線

街路として、機能を代替できる石見下海印寺線などが存在し、南北を結ぶ石見納所

線の交通機能として必要性が低いと評価しています。 

また、石見納所線の周辺地域は、「都市計画マスタープラン」において、田園資

源を保全する「農業ゾーン」や、良好な住環境を維持・保全する「山麓住宅ゾーン」

に位置付けている地域でもあります。 

次に、交通量の推移についてでございます。 

右のグラフは、図の黄色破線で示す石見納所線と並行する南北の道路における交

通量の推移をお示ししています。ほとんどが長岡京市域の区間でありますが、平成

１７年を境に交通量は減少し、いずれの地点も混雑することなく走行できる状況で

す。 

これらを踏まえ、本都市計画変更は、代替となる路線が付近に存在し、南北を結

ぶ交通需要が低下していることなど、本路線の必要性の低い未整備区間について、
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廃止するものでございます。 

次に、京都市域の都市計画変更について御説明いたします。 

本市におきましては、右の図石見納所線の黄色部分を廃止します。路線全体とい

たしましては、左の図黄色破線区間を長岡京市と合わせて廃止し、名称を３・６・

１０７号下海印寺納所線に変更いたします。 

「新旧対照表」についてでございます。 

長岡京市域との整合を図るため、名称、起点及び延長等を標記のとおり変更いた

します。 

 計議第３１８号議案につきましては、以上でございます。 

 続きまして、計議第３１９から３２２号議案について御説明いたします。 

 いずれの議案も、長岡京市及び大山崎町の都市計画道路網の見直しによる都市計

画道路の廃止に伴い、各市町と都市計画の整合を図るため、名称等を変更しようと

するものでございます。 

なお、京都市域につきましては、区域など実質的な変更はなく、住民の方々等の

権利義務や生活環境への影響はございません。 

 はじめに、各議案の都市計画の変更概要について御説明いたします。 

計議第３１９号の石見下海印寺線及び３２０号の京都神戸線につきましては、交差

する他の都市計画道路の廃止に伴う変更、計議第３２１号の御陵山崎線及び３２２

号の牛ケ瀬馬場線につきましては、各路線の一部区間の廃止に伴い変更するもので

あり、それぞれの路線の変更項目につきましては、標記のとおりとなります。 

それでは、計議第３１９号及び３２０号議案の都市計画変更について御説明いた

します。 

表示しています総括図につきましては、お手元の資料４－１の１ページ及び資料

５－１の１ページに添付しておりますので、御参照下さい。 

 ３・３・６号石見下海印寺線及び３・３・１２号京都神戸線は、京都市を起点と

し、長岡京市及び大阪府域に接続する幹線街路です。 

 これら２議案につきましては、長岡京市及び大山崎町における、当該路線と交差

する都市計画道路の廃止に伴い、赤文字でお示ししています、幹線街路との交差の
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数が変更となり、また、現在の基準にあわせ、名称の変更や、定めのなかった車線

の数を定めるものでございます。 

次に、計議３２１号及び３２２号議案について御説明いたします。 

表示しています総括図につきましては、お手元の資料６－１の１ページ及び資料

７－１の１ページを、御参照下さい。 

 ３・５・１４号御陵山崎線及び３・４・１８３号牛ケ瀬馬場線は、京都市を起点

とし、大山崎町及び長岡京市に至る幹線街路です。 

 これら２議案につきましては、同市町において、当該路線の一部区間の廃止に伴

い、赤文字でお示ししています、延長等が変更となり、また、現在の基準にあわせ、

名称の変更や、定めのなかった車線の数等を定めるものでございます。 

最後に、法定縦覧及び意見書についてでございます。 

本都市計画の案の作成に当たりまして、都市計画法第１７条第１項の規定に基づ

き、計議第３１８号から３２１号議案につきまして、理由説明書を添え、令和３年

９月１０日から２週間、公衆の縦覧に供しましたところ、意見書の提出はございま

せんでした。 

なお、計議第３２２号議案につきましては、都市計画法施行令第１４条第１項に

規定する「軽易な変更」に該当し、都市計画法第２１条第２項の規定に基づき、公

衆の縦覧等の手続は省略しています。 

以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○川﨑会長 ただいま事務局から御説明いただきました３１８から３２２までの

議案につきまして、一括で御意見をお伺いします。都計廃止に伴って、名称や交差

点数など、不整合になっている部分を整理したいという形になっているかと思いま

す。いかがでしょうか。 

 はい。市田委員、お願いいたします。 

○市田委員代理 京都府建設交通部で技監をしております市田でございます。今日

は濱田部長の代理で参りました。 

 今回御説明をいただきましたとおり、京都府が決定する道路の廃止を予定してお

りまして、１１月１日に京都府の都市計画審議会で同様の廃止決定、長岡京市域と
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大山崎町域のことを諮りまして、全員賛成で問題なく議決されております。あわせ

て、今回ここで御賛成、御議決いただきましたら、廃止が確定するということにな

りますので、その点だけ補足説明をさせていただきます。 

 以上です。 

○川﨑会長 はい、ありがとうございました。 

 長岡京市と京都市、同時ということでございますね。いかがでしょうか。御意見

ございませんでしょうか。 

 こうち委員、お願いします。 

○こうち委員 よろしくお願いします。 

 今回の議案に上がっている箇所とは、直接関係はないんですけれども、都市計画

道路についての考え方について質問させていただきたいと思うんですけれども、都

市計画道路の見直しについて、都市計画マスタープランでは、具体的な方針として

都市計画道路の整備状況の推移や、各種施策によるまちづくりの進捗状況などを見

据え、都市計画道路網の見直しを検討しますと書かれております。 

 そして、主な施策としましては、都市計画道路網の見直しと書かれておりますけ

れども、全市的に直近で見直しをされたのが平成２３年とお聞きしておりますが、

今、特に何年に１度見直すという決まりはないとお聞きしております。 

 都市計画マスタープランで掲げられておられることと現状を見たときに、今後ど

のように具体的に実行されていくのか、その点についての考え方をお聞きしたいと

思います。 

○川﨑会長 はい。この点つきまして、いかがでしょうか。御回答お願いいたしま

す。 

○事務局 都市計画道路の見直しについてかと思います。 

 平成２３年に、都市計画決定後２０年以上経過した未着手の９０路線を対象に見

直しを行いまして、そのうち４３路線の廃止と、かなり大胆な見直しを行ったとこ

ろでございます。 

 定期的に何年に１回というのはございませんし、現時点では明確な見直しの時期

は決まっておりませんが、今後、社会経済情勢の変化や、市街地の進捗等を踏まえ
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まして、適時適切な時期に見直しを行っていきたいと考えてございます。 

○川﨑会長 お願いいたします。 

○こうち委員 適時適切な時期というところをもう少し具体的に示していただい

たほうがいいんじゃないかなと思っておりまして、それをこの表に書かれておりま

す平成２３年の都市計画道路の必要性を評価した視点について、大きく３つ、市街

地の形成機能、交通機能、環境防災空間機能がありまして、今回の議案で上がって

る箇所につきましては、その評価が×になっている項目が多いので、見直すことに

ついて理にかなっているのかなと思うんですけれども、評価をすれば○が多くなる

んですが、現実性があるのか。評価と現実性のバランスが取れていなくて、都市計

画道路として残っている。それによって制限がかかることがあるかと思います。 

 今後の評価の仕方について、その現実性であるとか、今後の目安、少なくとも何

年間はちょっと見通せないとか。これは今、京都市の財政なども関係するかと思う

んですけれども、もう少しこの具体的な目安というのを市民の方に対して示してい

ただいた方が、制限もかかっているので、示していく必要があるかと思うんですけ

れども、その点についてはどのように考えておられますでしょうか。 

○川﨑会長 はい、お願いいたします。 

○事務局 都市の目指すべき将来像を実現するために都市計画決定された都市施

設は、その整備に相当程度、長期間を要するものでございます。 

 またその施行に際しましても、予算の制約も少なからずございますので、社会情

勢や市街化の進捗等を踏まえまして、都市全体に対する各道路の優先度を見定めな

がら整備を進めざるを得ない性格のものが都市施設であると考えてございます。 

 そのため、長期間にわたって事業化が見込めない道路をお示しするのは、難しい

ところがございます。ただ、これまでから短期間ではございますが、今後の整備路

線選定の考え方等を示しました道路整備事業の進め方を通じて、道路整備を実施す

る路線を市民の皆様にお示ししているところでございます。 

○川﨑会長 はい、お願いいたします。 

○こうち委員 引き続き、現実的かどうかというその視点ですね。そういったとこ

ろもしっかりと見ていただきまして、それを市民の方にもしっかりと示していって
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いただくようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○川﨑会長 はい、ありがとうございます。 

 道路の見直し、なかなか難しいですね。他都市でも大体１０年や１５年ぐらいに

１回だと思います。それは恐らく沿道の土地利用でも、必要のない都計というか、

昔は必要だったけど、現状としてそぐわない、ずっと長い間かけていると沿道の土

地利用に抑制がかかったり、また、あまり早く展開すると、土地資産とかに関わる

んじゃなかったでしょうか。だから、周りの沿道の方々や住民の方々の御意向など

も調整しながらやっていかないといけないので、短期でぱっとできないんじゃなか

ったかと思うんですけど、いかがでしょうか。私の認識が間違ってるかもしれませ

んが。 

○事務局 川﨑会長が、おっしゃっていただいたこともございますし、都市の将来

像を実現するための都市施設というところもございますので、短期間で見直すのは

難しいところがあると考えてございます。 

○川﨑会長 でも、明確化しないといけないという御意見でしたので、是非ともま

た御勘案いただきたいと思います。 

 ほか、いかがでございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それではこの案件、御質問、御意見、出尽くしたようでございますので、計議第

３１８号から３２２号議案につきまして、議案ごとに議決をいたします。 

 それでは、まず計議第３１８号議案についての議案の議決をいたします。 

 原案どおり、承認するということで御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川﨑会長 ありがとうございました。それでは、皆さん賛成のようですので、原

案どおり、可決をいたします。 

 それでは、続きまして、３１９号議案につきましての議案の議決を同じようにい

たします。 

 原案どおり、承認することで御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 
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○川﨑会長 ありがとうございました。それでは、皆さん賛成ですので、原案どお

り可決いたします。 

 それでは次に、３２０号議案について、議案の議決をいたします。 

 原案どおり、承認することで御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川﨑会長 ありがとうございました。これも皆さん賛成ですので、原案どおり、

可決いたしました。 

 次に、３２１号議案につきまして、原案どおり、承認することで御異議ございま

せんでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川﨑会長 ありがとうございました。それでは、皆さん賛成ですので、これも原

案どおり、可決でございます。 

 最後に、３２２号議案につきまして、皆様の原案どおりに承認することで御異議

ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川﨑会長 ありがとうございました。それでは、皆さん御賛成ということですの

で、原案どおり、可決をいたします。 
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計 議 第 ３ ２ ３ 号   
都 企 計 第 ２ ６ ８ 号   
令和３年１１月２９日   

 
京都市都市計画審議会 
会長 川﨑 雅史 様 

 
京都市長 門川 大作   

 

 

産業廃棄物処理施設の敷地の位置について（付議） 

 
 

 
建築基準法第５１条ただし書の規定に基づき、別紙のとおり貴審議会に付議し

ます。 
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名 称 位 置 敷地面積 備 考 
産業廃棄物 

処理施設 
（中間処理 

施設） 

京都市伏見区深

草神明講谷町

29 番地他 

17,618.08 ㎡ 建築面積 
5,192.74 ㎡ 

延床面積 
5,722.59 ㎡ 

 

処理能力 
 
汚泥脱水施設 

500 ㎥／日 
廃プラスチック類破砕施設 

60ｔ／日 
がれき類破砕施設 

590.4ｔ／日 
木くず破砕施設 

120ｔ／日 
 

 
 
 

理 由 
 

平成２４年に建築基準法第５１条ただし書の規定に基づく許可を受け、「大岩街道周辺地

域の良好な環境づくりに向けたまちづくりの方針」に基づき、廃棄物の埋め立て処分によ

り形成された岡田山の撤去を行っている事業者が、敷地を拡大することを計画している。   
前回許可時における敷地の位置を変更することから、建築基準法第５１条ただし書に基

づく再許可が必要となるため、同規定に基づき本審議会に付議するものである。 
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○川﨑会長 次に、計議第３２３号議案を議題といたします。 

 この議案は、産業廃棄物処理施設の敷地の位置に関する事案でございます。 

 それでは、事務局のほうから御説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、計議第３２３号議案につきまして、御説明いたします。 

前方のスクリーンを使って御説明させていただきますが、お手元に配布の資料

も適宜、御覧ください。 

建築基準法第５１条では、産業廃棄物処理施設などの特殊建築物は、都市計画に

おいて、その敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築しては

ならない、と規定されております。 

本市では、民間の施設については、永続性の担保が困難なため、５１条ただし書

の規定に基づき、特定行政庁である京都市長が都市計画審議会の議を経て、その敷

地の位置を許可することとしております。 

今回は、民間事業者が、廃棄物処理施設の敷地を拡大しようとするものであり、

本審議会において、敷地の位置が、都市計画上、支障がないかをご審議いただくも

のでございます。 

「計画敷地の位置」でございます。 

破線で囲っております大岩街道周辺地域は、伏見区と山科区の行政界、伏見区深

草地域の、稲荷山山ろく部に位置しております。 

そのうち、「岡田山」を緑色で、隣接する今回の計画敷地を赤色で示しておりま

す。 

はじめに、大岩街道周辺地域における経過を御説明いたします。 

本地域は、人目につきにくい地域であったことから、昭和４０年代から、大規模

な野外焼却など、改善すべき課題を抱えておりました。 

こうしたなか、本地域を象徴する「通称 岡田山」と呼ばれる建設発生土と建設廃

材を主とした産業廃棄物による山が形成されました。 

これらに対し、平成９年頃、現地監視などの取組強化により、ようやく違法行為

は沈静化しました。 

しかし、本地域には、崩落する危険性がある岡田山など、改善すべき課題は残さ
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れており、これらの課題を改善し、地域が主体となったまちづくりを推進するため、

平成２２年３月に、「大岩街道周辺地域の良好な環境づくりに向けたまちづくりの

方針」を策定しております。 

この方針において、計画敷地周辺エリアでは、「岡田山を撤去し、利用可能な形

態とするための産業廃棄物処理施設の立地を許容する」と位置付けています。 

この「まちづくりの方針」に賛同された岡田山の地権者によって、「岡田山地区

まちづくり協議会」が設立され、地権者の一人である、本件事業者から、自社の責

任と費用負担による岡田山撤去事業の提案がなされました。 

そして、都市計画審議会での審議を経て、岡田山撤去を目的とした産業廃棄物処

理施設を設置し、平成２６年から撤去を開始いたしました。 

本件事業である岡田山撤去事業の概要を御説明します。 

岡田山は、建設発生土とガレキ類等の産業廃棄物で構成されており、適正な処理

を行い、リサイクル製品として搬出することで、撤去を進めます。 

しかし、この利益だけでは、撤去費用のすべてを捻出できないため、外部からも

廃棄物を受け入れ、得られる利益を岡田山撤去費用に充当します。 

令和３年１０月末時点での撤去実績は約３５万立方メートルであり、全体の約

４４％の撤去を既に終えています。 

次に、今回の「敷地を拡大する計画について」、御説明します。 

これまで実施している第１期計画は、順調に撤去作業が進捗し、事業運営は安定

化している、一方で、敷地や施設が手狭で、廃棄物の処理が滞る事態も発生してお

ります。 

そのため、今回、事業者は当初から予定していたとおり、第２期計画として、こ

れまでの撤去事業で生み出された平地部に、敷地を拡大することを提案しており

ます。 

構内のレイアウトを見直し、撤去期間の短縮にも繋がる事業効率を改善すると

ともに、破砕処理やリサイクル品の保管を行う建物を増築し、粉塵や騒音など周辺

環境への影響を更に低減するものでございます。 

敷地の拡大と施設配置計画でございます。 
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赤色部分の敷地を拡大し、みどり色部分に周辺環境に配慮するための緑地を設

けたうえで、効率的に施設を配置する計画となっております。 

なお、各処理施設について、最大処理能力の増強はございません。 

それでは、本件敷地のただし書許可の審査に当たりまして、本市が「都市計画上

の支障の有無」を判断する、観点でございます。 

立地の妥当性、まちづくり方針に反していないか、周囲の生活環境への影響、道

路交通環境への影響、以上の４点に照らし、検討しております。 

まず、「立地の妥当性」と「まちづくり方針への適合」について、合せて、御説

明します。 

計画の敷地は、市街化調整区域に位置しており、市街化を抑制すべき区域として、

原則として、開発行為や建築行為は制限されております。 

まちづくりの方針については、「大岩街道周辺地域の良好な環境づくりに向けた

まちづくりの方針」及び「都市計画マスタープランの地域まちづくり構想編」にお

きまして、「岡田山の撤去に必要な産業廃棄物処理施設の設置を許容する」と位置

付けております。 

本施設は、市街化調整区域であるものの、岡田山の撤去を目的としており、当該

地に設置されることが最も効率的で、周辺への影響も少なく、また、同様の視点を

考慮したうえで、まちづくり方針が定められております。 

以上から、本施設が当該地に立地することは妥当であり、まちづくりの方針に合

致しているものと判断しております。 

続きまして、３点目の「周囲の生活環境への影響」につきまして、御説明いたし

ます。 

生活環境影響調査は、環境省が技術的な事項をとりまとめた指針を踏まえ、「大

気質」、「騒音」、「振動」、「悪臭」及び「水質」の５項目について調査し、年間を通

じた気象等の状況を踏まえつつ、処理施設の最大稼動時、計画に基づく運搬車両の

走行時を想定し、敷地境界のほか、敷地西側及び名神高速南側の住居近傍などにお

ける影響を予測しております。 

その結果、すべての項目において、環境保全目標を満たし、また、選別施設や破
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砕施設を建物内に配置し、粉じんの飛散を低減するなど、事業者の実行可能な範囲

で生活環境へ及ぼす影響の回避または低減が図られております。 

本調査の結果につきましては、環境に精通した計８名の専門家から意見を聴取

しており、「調査結果及び対策については妥当であり、本事業計画に沿って施設設

置を行うことに特段の問題はない。」との見解をいただいております。 

以上から、生活環境の保全上、支障が生ずる恐れがないこと、及び必要な措置が

講じられていることを確認しております。 

 続きまして、４点目の「道路交通環境への影響」についてでございます。 

まず、運行ルートにつきましては、搬入車両は大岩街道の三角の交差点で右左折

し、 丸で示す名神高速道路のアンダーパスを通り、計画敷地に進入することとな

ります。 

現在は、赤色のルートで示す西側のアンダーパスのみで運用しておりますが、第

２期計画では、東側のアンダーパスも併用する計画とし、影響を検証しております。 

まず、交通状況を把握するため、大岩街道の各交差点における１２時間交通量調

査と、当該施設利用車両の実態調査を実施しており、また、発生する車両は、事業

計画に基づき、一日当たり最大６２０台の車両が当該施設を出入りするものと設

定し、以降の検証を行っております。 

これらから交通の流れを想定し、大岩街道の各交差点、名神高速道路のアンダー

パスで、交通量がピークとなる時間帯において、影響の検証を行いました。 

その結果、すべての地点で交通処理は可能との結果となっております 

更に、実効性を担保するため、事業者が実施する道路交通への影響を低減する対

策について、御説明します。 

まず、東側のアンダーパスを運用するにあたり、名神高速道路の北側道路の拡幅

と待避所の設置が行われます。 

そのうえで、円滑な交通を確保する取組として、朝夕のピーク時間帯をできるだ

け避けた運用や、必要に応じた交通誘導員の配置など、事業者による影響低減策が

実施されます。 

以上から、道路交通に多大な影響を与えることがなく、必要な措置が講じられて
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いると判断しております。 

次に、御説明した４つの観点の担保性を高め、第１期計画の当初から取り組んで

いる、安全、適正、確実な事業を推進するための取組について、御説明します。 

京都市と事業者は、各種調査により周辺環境に与える影響を確認し、結果を公表

しており、京都市は現地調査に基づく確認、適切な指導を継続して行っています。 

また、地域の理解を得たうえで事業を推進するため、地元の深草自治連合会、事

業者、京都市において、岡田山撤去連絡協議会を設置しております。  

なお、これらの取組や最大車両台数などを定めた協定書を１１月２４日に再締

結しており、事業者は今回の計画に関する地元同意を既に得ております。  

以上、御説明いたしましたように、本議案につきまして、都市計画上の支障はな

いと考えられますので、特定行政庁として許可を行うべく手続を進めていきたい

と考えております。 

 御審議のほど、よろしくお願い致します。 

○川﨑会長 はい。ただいま事務局から説明ありました３２３号議案につきまし

て、御意見、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

 はい。西野委員、お願いいたします。 

○西野委員 今回の計画では、敷地内に建築物が新たに７棟増設されるというこ

となんですけれども、各施設の１日当たりの最大処理能力の増強なしというふう

になっております。 

 ただ、しかしがれき破砕施設がこれまで６０８トン、１日当たりね。これが５９

０．４トンに減るという計画にもなってるんです。その一方で、岡田山の年間処理

はこれまでの４万立米が６万立米に増えるということなんですけれども、施設の

処理能力といいますか、それが減るのに、なぜこの４万立米から６万立米に増やし

て、施設の最高の最大能力増強なしでいけるのか、ちょっとその辺の御説明いただ

きたいんですが。 

○川﨑会長 はい。事務局、よろしくお願いします。 

○事務局 御回答させていただきます。 

 ただいまの点でございますけれども、今、施設のそれぞれのこの２期計画により
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まして、処理能力、それぞれ廃棄物処理法に基づきまして、それぞれの施設がどれ

だけ処理できる能力があるかというのが定められておりますけれども、これにつ

いては基本的に変更しません。一部、更新によりまして、若干、がれきの破砕施設

などが僅かに減ってるものがございますが、基本的には同じ規模だということで

御理解いただければと思います。 

 そのうえで、今回、岡田山の撤去量、これまでの年間４万立米から６万立米に約

１．５倍することになりますが、それに伴いまして、事業者のほうでは外部からも

廃棄物を受け入れて、その収益でもって岡田山の撤去を行っておりますので、外部

の処理量も増えることになります。 

 これにつきましては、現在、処理能力の目いっぱいを処理してるわけではござい

ませんで、処理能力にまだ余力もございますので、その部分を活用することによっ

て、この６万立米の撤去とそれに伴う外部からの受入れの増大に対応できるとい

うことで、事業者のほうとも調整がついておりますので、現在の処理能力のままと

いうことといたしております。 

○川﨑会長 はい、いかがでしょうか。 

○西野委員 今おっしゃったこれまで最大能力、処理能力を最大限使っていなか

ったとおっしゃったんですけれども、それはなぜそうなっていたんでしょうか。 

 これ２０１２年ですね。平成２４年１２月に地域の自治連と協定を交わしてお

られて、そのさっきも御説明ありました平成２６年から撤去を開始されたという

ことで、既にもう６年ほど経つんですけれども、この処理能力、最大限使っておら

れたらもっと早く撤去できているんじゃないかなと。２０年計画ではありますけ

れども、今回１６年というふうになりましたけれども、もっと早く進んでたんじゃ

ないかなというふうに思うんです。 

 お聞きしますと、処理量の約１５％が岡田山の撤去のための処理だと。残り８

５％から外からのものだというふうにお聞きしたんですから、それをもう少し進

めるという、早く進めるというそういう考え方はなかったのかどうか、ちょっとそ

こをお聞きしたいんですが。 

○川﨑会長 はい。事務局、いかがでしょうか。 
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○事務局 岡田山の撤去は従前から、もう少し早く進められたのではないかとい

う御指摘かと思いますが、まず処理能力につきましては、この岡田山を撤去する前

から既に事業者が施設を持っておりました部分もございまして、そうした観点か

らその現在の処理能力よりも大目の処理能力を持っておったというところがござ

います。 

 その岡田山の処理がもっと進むのかという点につきましてですが、１つはその

岡田山の撤去をする施設が幾つか施設がございますが、その中で土壌洗浄選別施

設という施設を使って、この岡田山の撤去物を処理しておりますが、この施設につ

きましては、かなり稼動率が高いということと、あとこれまで１期計画では敷地も

限られておりまして、そのため、車両の搬入台数等も限定されてたという中で、事

業者としてもできるだけ撤去を早く進めたいということで、当初の想定の年間４

万よりは早いペースにはなっておりますけれども、１期計画では現在予定してま

すような６万とか、そうした量の処理というのはできなかったということでござ

います。 

○川﨑会長 はい、いかがでしょうか。 

○西野委員 今の点は分かりました。 

 それとあと、交通量についてなんですけれど、１日２００台増えるということな

んですが、トンネル区間の通行比率の中で自社の車と他社の車というふうに御説

明があるんですけれども、この他社の車というのは、この事業者に土砂を持ち込む、

そういった車、車両と考えていいのかどうか。そうなると、結局、事業者の関係車

両というふうに見ていいのかどうか、そこを確認したいんですが。 

○川﨑会長 はい、いかがでしょうか。事務局、お願いします。 

○事務局 自社はこの事業者自体の関係で、ここでその処理をして、できましたリ

サイクル製品の搬出等ですとか、外部からの受入れなども自分のところでやって

おる部分でございます。他社というのは、廃棄物の処理業ということで、ここで処

理をしておりますので、よそからも持ち込まれる、お金を取ってその廃棄物を引き

受けてくる際のその持ち込まれる会社のトラックなどでございます。 

○川﨑会長 はい、いかがでしょうか。 
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○西野委員 分かりました。そうしますと、この岡田山の周辺の地域の方々の車は、

この中には入っていないというふうに確認させていただきます。 

 それと、東側アンダーパスの運用というところで、北側道路の拡幅ですね。名神

高速道路の北側道路の拡幅は、これは事業者がされるのかどうか、そこも確認した

いんですが、いかがですか。 

○川﨑会長 はい、お願いいたします。 

○事務局 まず先ほど、車両の台数の関係でいいますと、この４２０とか６２０と

いうのは、この事業者に関係する出入りの車両でございますが、この交通への支障

に関しましては、当然それ以外の地域の方ですとか、ほかのところの方が通られる

車両の台数も勘案して、影響を見ております。 

 御質問の北側の拡幅等につきましてですが、これは事業者のほうで事業者の負

担において行うものでございます。 

○川﨑会長 はい、いかがでしょうか。 

○西野委員 すいません。最後ですけども、ピーク時には計画でトンネルのＡ区間

で１時間に搬入台数が、搬入搬出合計で１１６台というふうになると思うんです。

Ｂ区間では１時間に合計５８台のトラックが行き交うというふうになると思うん

ですね。結構な台数になるなというふうに思うんです。 

 交差点のピーク時の交通の混雑度は１を超えていないということで、円滑に流

れるというふうに判断がされてるんですけれども、ただ、やっぱり計画車両の搬入

搬出、各８７台ということを前提にされてるんですけれども、やっぱりこれまでの

１．５倍の台数になるということなので、そこでの交通安全対策、これにはやっぱ

りこれまで以上の細心の対策が必要だというふうに思いますので、そのことにつ

いても事業者の方も当然、分かっておられるとは思いますけれども、さらに安全対

策、進めていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 終わります。 

○川﨑会長 はい、ありがとうございます。 

 ほか、いかがでございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 位置的にも住宅が西のほうにありますが、その間に大きな山林が残ってたりし
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て、バッファみたいなものがあって、数値的にもしっかり示されてるということで、

御理解お願いします。 

 それでは、ただいま事務局からございました３２３号議案につきまして、これに

つきまして議案の議決をいたします。 

 原案どおり、承認することで御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○川﨑会長 はい、ありがとうございました。それでは、原案どおり、可決をいた

します。 

 それでは、以上で議案の審議は全て終了をいたしました。 
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○川﨑会長 続きまして、京都市市街化調整区域における地区計画の運用基準改

定案につきまして報告がございます。 

 それでは、事務局のほうから御説明お願いいたします。 

○事務局 それでは、報告案件１について御説明いたします。前方のスクリーンを

御覧ください。 

 この案件は、「京都市市街化調整区域における地区計画運用基準」を改定し、新

たに産業創出系の枠組を追加しようとするものでございます。 

はじめに、改定の背景について御説明いたします。 

まずは、産業政策の点から、本年３月、産業観光局が、「大規模産業用地創出の

方向性」を取りまとめており、その中で、本市の産業特性や、地理的条件による大

規模産業用地の不足等の課題のほか、工場立地における高速インターチェンジの

重要性を踏まえ、農業上の土地利用との整合を図りつつ、高速インターチェンジな

どの幹線道路からのアクセス性が良い市街化調整区域において、産業用地の創出

を図っていく方向性が示されました。また、対象エリアの３つの要件として、イン

ターチェンジ・幹線道路等からの優れたアクセス性のほか、１ヘクタール以上の大

規模産業用地の確保や、人口集中地区の近傍など労働力の確保が可能であること

が示されております。 

こうした産業政策上の方向性を踏まえ、先般見直しを行った都市計画マスター

プランにおいて、京都の都市特性を踏まえた「持続可能な都市構造」として、周辺

部での多様な地域拠点の活性化や働く場の確保等を実現し、地理的制約に対応し

つつ、市域全体の持続性を確保していく方針を示したところです。また、具体的な

土地利用の方針についても、高速インターチェンジに近接する市街化調整区域に

おいて、地区計画の活用等により、農地など周辺環境とも調和する産業用地の創出

を図ることを位置付けております。 

 改定の背景については以上でございます。 

地区計画につきましては、記載のとおりでございます。 

次に市街化調整区域における地区計画制度についてでございます。 

本市では、これまでから、「京都市市街化調整区域における地区計画運基準」に
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基づき、地区計画制度を運用してまいりましたが、一方、人口減少社会の到来によ

り、農林業の後継者不足や地域の文化・コミュニティの維持が困難となるなど、深

刻化する市街化調整区域の課題にも対応していくため、本年５月に運用基準を改

定し、自然環境の継承と、定住人口の確保による持続可能な集落の維持・継承を両

立し、まちのポテンシャルを最大限に発揮できるよう、地域のまちづくりニーズに

応じ、移住・定住の促進や、地理的特性を活かした産業の創出などが可能となるよ

う見直しを進めてきたところでございます。 

本年５月に改定した運用基準では、地区計画の類型として、既存集落を対象とし

た「地域コミュニティ維持継承型」と、目的別に計画的な土地利用を誘導する「計

画整備型」を定めており、改定の際、今後、産業用地の創出を目的とした枠組を検

討していくことを本審議会に御報告させていただいておりました。 

今回の改定は、この「計画整備型」に、新たに「産業創出系」の枠組を追加しよう

とするものでございます。 

ここからは、産業創出系の運用基準について、御説明させていただきます。 

はじめに、運用基準のポイントを、３点まとめております。 

１点目の「適用の対象」 については、産業政策と連携した効果的な施策展開を

図るため、京都市地域未来投資促進基本計画に定める重点促進区域内に適用しま

す。 

なお、具体的な重点促進区域につきましては、産業観光局において、向島国道１号

周辺を候補エリアとしております。 

２点目の「区域の設定」につきましては、重点促進区域内における産業用地の要

件のとおり、１ヘクタール以上の土地集約が整った開発単位とします。 

最後に、３点目の「計画的な道路配置」につきましては、地区施設となる道路に関

する基準を定めることにより、後続開発が滞ることなく重点促進区域全体の土地

利用転換を可能とする計画的な道路整備を誘導します。 

参考に、重点促進区域の候補エリアとしております向島国道１号周辺の区域図

をお示しします。 

図の赤色部分が重点促進区域の候補エリアであり、東側の青色部分と一体とな
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った「農業振興地域外」の区域の一部を指定することにより、周辺の農業上の土地

利用との整合を図っています。 

また、当該重点促進区域は、第二京阪道路や京滋バイパスのインターチェンジに

近接していることに加え、区域中央を縦断する国道１号にアクセス可能な、黄色の

線で示す認定道路を活用することにより、新たに大規模な公共施設整備を必要と

しない区域となっています。 

以上のことを踏まえ、対象の要件として定める類型の目的や対象、区域の設定基

準につきましては、スライドに記載のとおりでございます。 

また、「特定土地利用方針」につきましては、市街化調整区域における地区計画

運用基準において、関連する本市の上位計画や政策方針と整合する計画的な土地

利用を図るために定めることとしております。今回の「産業創出系」では、京都市

地域未来投資促進基本計画に即した土地利用調整計画を求めることとし、本類型

の目的を達成するために、地区計画を定める区域に関して、あらかじめ農地転用や

開発許可、道路管理の観点から土地利用を調整することとします。 

 参考に、スライド９に「地域未来投資促進法の概要」を掲載しております。本法

律は、青枠内に示しますように、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的効果

に着目し、これを最大化する地方公共団体の取組を支援するものです。具体的には、

国の基本方針に基づき、本市産業部局が市の基本計画を策定し、国の同意を得ます。

事業者は、市の基本計画に基づき、地域経済牽引事業計画を策定し知事承認を得る

こととなり、この際、事業実施に必要となる土地の利用に関して、市が基本計画に

定める重点促進区域内で土地利用調整計画を策定することにより、農地転用許可

等に関する特例措置が受けられるものです。 

次に「地区整備計画に定める事項」について御説明いたします。 

まず用途につきましては、地域経済牽引事業の用に供する施設として掲げる建築

物に制限し、主に物流施設や工場等が対象となります。 

次に地区施設の道路につきましては、重点促進区域内の主要な道路が地区計画の

区域内の予定建築物等の敷地に接する範囲にあっては、その幅員が９メートル以

上となるよう道路を配置します。また、既にその幅員が９メートル以上ある場合に
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は１２メートル以上となるよう道路を配置し、予定建築物等の敷地に接する範囲

外にあって、主要な道路を整備する場合は、原則として、幅員９メートル以上の道

路計画とすることを求めることとします。 

これは、土地所有者及び事業をされる方の意向に応じて、重点促進区域全体での

産業用地創出が可能となるよう、先行開発により後続開発が滞ることなく、また安

全で円滑な道路の通行を確保するため、地区計画の策定に合わせて、主要な道路が

両側に拡幅整備され、幅員１２メートル以上となるよう誘導していくものです。  

 なお、向島国道１号周辺の重点促進区域内では、区域中央を東西に横断する本市

認定道路を主要な道路に位置付けていく予定でございます。 

 主要な道路の整備イメージにつきましては、スライド１２から１４に掲載して

おりますので、適宜御覧ください。 

容積率の最高限度につきましては、特定行政庁が指定する数値以下とし、向島１

号周辺は従来どおりの２００％以下とします。また、建蔽率の最高限度は６０％以

下とします。さらに、敷地面積の最低限度は原則１ヘクタール以上とし、高さの最

高限度は、当該地区の建築物等の整備方針に即した適切な数値を設定いたします。 

この他、当該地区の特性に応じて必要な事項を定めるものとしています。 

資料の説明は以上でございます。 

なお、去る１２月７日に、本運用基準の内容について、適用が予定される向島国

道１号周辺の重点促進区域内の土地所有者を対象とした説明会を開催したところ、

運用基準に関する反対意見はなかった一方、参加者からは、産業立地に伴う用排水

への影響や周辺道路の安全性など、営農環境や生活環境との調和の実現に対する

御心配や、制度運用後は民間任せとなり、京都市がどのように責任を持った調整を

行うのか不安といった御意見をいただきました。 

これに対し、本市からは、地区計画はまちづくりの手法であり、地権者や周辺住民

のお声をしっかりお聞きして進めることが前提であり、排水や道路等については、

地区計画の前段で作成する土地利用調整計画でしっかりと調整していくことが重

要と認識しており、また、土地利用調整計画は、京都市が責任をもって、事業者や

関係の皆様と調整を図りながら作成していくものであり、決して民間任せで進め

-70-




